
5 長薬発第 138 号 

令和 5年 5月 1日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う診療報酬明細書の 

計算事例の変更について 

（新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更に伴う計算事例の差し替え） 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

 後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う診療報酬請求書等の記載

要領の一部改正等については、令和4年4月11付4長薬発第38号で通知したところで

すが、今般、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律上の位置づけが５類感染症に変更されることに伴い、配慮措置に

伴う計算事例の変更が行われました。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

医薬品情報室 小林 ／ 保険医療課 桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 
























































